
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４次岐阜県少子化対策基本計画 
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Ⅰ 区域の設定                      

 

１ 区域の設定の趣旨 

 子ども・子育て支援法に基づき、県は、市町村が定める教育・保育提供区域を

勘案して、教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体

制の確保の内容及びその実施時期を定める単位となる区域を定めるものとされて

います。 

  

  ２ 区域の内容 

 認定区分※ごとに設定し、「１号認定」については３区域（岐阜・西濃圏域、

中濃・東濃圏域、飛騨圏域）、「２号認定」及び「３号認定」については４２区

域（市町村ごとを１区域）とします。 

 

 ※認定区分：子ども・子育て支援法第 19 条第１項に定める施設型給付等を受

ける子どもの支給認定区分 

１号認定：教育標準時間認定 

満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合 

[利用先]幼稚園、認定こども園 

２号認定：満３歳以上・保育認定 

満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保

育を希望される場合 

[利用先]保育所、認定こども園 

３号認定：満３歳未満・保育認定 

満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保

育を希望される場合 

 [利用先]保育所、認定こども園、地域型保育（小規模保育等） 
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Ⅱ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保                    

 

１ 教育・保育の量の見込みの算定に当たっての考え方 

各市町村は、子ども・子育て支援事業計画に掲載する各年度における教育・保

育の量の見込みの算定に当たり、住民に対して教育・保育施設の利用状況や今後 

の利用希望、保護者の就労状況等に関する調査を実施しています。その結果に基 

づいて算出した量の見込みを、「子ども・子育て会議」での審議等を経て、地域 

の実情を踏まえて社会的流出入等を勘案のうえ、最終的な量の見込みとしていま 

す。 

各年度における教育・保育の量の見込みの算定に当たっては、各市町村の計画

における数値を、県が設定した区域ごとに集計したものとし、認定区分ごとに定

めています。 

 

 

２ 幼児期の教育・保育の「量の見込み」と「確保方策」 

 

 

（１）県全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本数値は、現在、各市町村で量の見込み及び確保方策について検討等を行っている場合があり、市町村の子ども・子育て会議等で意見を聴取

しながら最終的に決定する。（数値はいずれも 11月 29 日時点の暫定値） 

1号 2号 2号 1号 2号 2号 1号 2号 2号 1号 2号 2号 1号 2号 2号

３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

※１　特定教育・保育施設に該当しない（子ども・子育て支援新制度に入らない）幼稚園 ※２　小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

※３　市町村または都道府県が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等

３号

教育ニーズ 保育ニーズ

2,015 11,698 15,315 4,662

19,278 18,920

教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ

県計

令和２年度 令和３年度

23,077 2,055 11,898

令和４年度 令和５年度 令和６年度

2,150 12,2982,083 12,025 14,478 4,442 22,396 2,12314,758 4,520 22,497

３号３号 ３号 ３号

18,804

12,164 14,384 4,420 22,169

②確保方策 32,306 27,861 2,551 13,251 32,058 27,919 2,617 13,385 2,698 13,613 31,672 27,860

①量の見込み
（必要利用定員総数）

15,790 4,760 23,973

20,550 19,977

2,723 13,61931,766 28,013 2,671 13,512 31,718 27,881

特定教育・保育施設･･･A
9,141 27,554 2,223 11,960

B以外の認可外保育施設※３ 0 0 283

22,306

9,405 27,557 2,337 12,101
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１ 23,165

2,288 12,047 9,429 27,578 2,312 12,1139,420 27,616 2,260 12,018 9,460 27,710

221 878

22,267

地域型保育事業※2 189 790

22,28922,638

250 1,029

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 24 65 209 0

250 1,011247 976

20965 209 0 24 6524 65 209 0 24

71

209 0 24 65

0 279 71 280

②-①
（確保方策ー量の見込み）

11,756 3,888 536 1,553 12,081

0 0 279 71 280 0280 0 0 279 71 28074 292 0 0 279

1,487 12,798 5,485 575 1,449 12,8684,842 562 1,487 12,488 5,516 588 5,691 573 1,321
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（２）各区域 ［１号認定：３～５歳・幼児期の学校教育のみ］ 

 

 

①岐阜・西濃区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中濃・東濃区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③飛騨区域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜単位：人＞

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

69 85 105 117 124

390
（認定こども園・幼稚園）

確認を受けない幼稚園 240 240 240 240 240

390

②確保方策

特定教育・保育施設
390 390 390

③飛騨区域

①量の見込み（必要利用定員総数） 561 545 525 513 506

＜単位：人＞

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】※ 8,054

※「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施

を確保するための基本的な指針」第三の四の２の（二）の（２）のウに定められた都道府県計画に定める数をいう。

8,655

確認を受けない幼稚園 15,762 15,446 15,435 15,419 15,399

②-①
（確保方策ー量の見込み）

7,856 8,054 8,464 8,659

12,364 12,349

②確保方策

特定教育・保育施設
5,418 5,618 5,604 5,604 5,605

（認定こども園・幼稚園）

12,575

①岐阜・西濃区域

①量の見込み（必要利用定員総数） 13,324 13,010

＜単位：人＞

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60(他区域の子ども)

確認を受けない幼稚園 6,6286,6306,6316,9527,163

②中濃・東濃区域

5,983 5,889

特定教育・保育施設
3,253 3,332 3,386

①量の見込み（必要利用定員総数） 6,590 6,362 6,118

(他区域の子ども)

4,069

3,330
（認定こども園・幼稚園）

3,355

②-①
（確保方策ー量の見込み）

3,826 3,922 3,899 4,002

②確保方策

【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】 4,002

本数値は、現在、各市町村で量の見込み及び確保方策について検討等を行っている場合があり、市町村の子ども・子育て会議等で意見を聴取

しながら最終的に決定する。（数値はいずれも 11月 29 日時点の暫定値） 
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（３）各区域 ［２号認定：３～５歳・保育の必要性あり］ 

       ［３号認定：０～２歳・保育の必要性あり］ 

 

 

①岐阜市                                      ＜単位：人＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

②大垣市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

388 0 1783 398 0 48319 0 119 373 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
290 0 185

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

12 24

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

12 2412 2412 24

0

0

地域型保育事業※２ 12 24

0 0 0 0 0

2,894 128 1,352
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

123 1,357 2,894 126 1,3542,894 120 1,360 2,894

②確保方策 2,894 129 1,387 2,894 132 1,384

特定教育・保育施設･･･A
2,894 117 1,363

00 0 0

2,575 132 1,265 2,521

1,3762,894 135 1,381 2,894 138 1,378 2,894 140

①量の見込み
（必要利用定員総数）

2,604 129 1,202

３号
大垣市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

1,330 2,506 140 1,359135 1,298 2,496 138

本数値は、現在、各市町村で量の見込み及び確保方策について検討等を行っている場合があり、市町村の子ども・子育て会議等で意見を聴取

しながら最終的に決定する。（数値はいずれも 11月 29 日時点の暫定値） 

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

①量の見込み
（必要利用定員総数）

3,345 426 2,237

３号
岐阜市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

2,476 3,233 443 2,540433 2,414 3,211 4393,048 430 2,344 2,946

2,6773,595 510 2,569 3,613 519 2,647 3,634 525②確保方策 3,590 456 2,375 3,593 490 2,471

特定教育・保育施設･･･A
3,577 374 1,900

地域型保育事業※２ 57 367

1082510825

3,621 408 2,011
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

396 1,957 3,600 402 2,0003,580 390 1,931 3,582

13

B以外の認可外保育施設 0 0 0

13 13

0 0

1082510825

92 558

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

13 13

92 53989 50475 432

10825

0 00 0 0 00 0 0 0

401 82 137155 402 80 171545 60 127 649 77
②-①

（確保方策ー量の見込み）
245 30 138

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

２号認定に加える数

３号認定に加える数

なお、岐阜市は中核市となるため、認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込に加算する数を独自に設定することとなっている。

【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】※

※「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保す
るための基本的な指針」第三の四の２の（二）の（２）のウに定められた都道府県計画に定める数をいう。
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③高山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④多治見市 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

３号
高山市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

169 819159 799 1,540 1641,608 154 789 1,574

②確保方策 1,810 149 779 1,795 154 789

809 1,507
①量の見込み
（必要利用定員総数）

1,643 149 779

164 809 1,750 169 8191,780 159 799 1,765

1,750 164 801
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

154 781 1,765 159 7911,795 149 771 1,780
特定教育・保育施設･･･A

1,810 144 761

地域型保育事業※２ 0 12 0 12

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 3 3

0 120 120 12

3 0 3 33 3 0 30 3 3 0

0 2 3

②-①
（確保方策ー量の見込み）

167 0 0

0 2 33 0 2 32 3 0 2B以外の認可外保育施設 0

243 0 00 225 0 0187 0 0 206 0

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

66 242 13 35170 15 61 206 20

6 29 126

②-①
（確保方策ー量の見込み）

170 11 66

6 29 126126 6 29 12629 126 6 29B以外の認可外保育施設 6

287 6 2

3 33 3 0 30 3 3 0
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
0 3 3

39 9439 9433 81

3 0

地域型保育事業※２ 21 55 39 94

（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

92 524 1,416 921,344 86 500 1,380
特定教育・保育施設･･･A

1,344 86 500

163 7471,386 163 747 1,422

1,461 92 524524

②確保方策 1,350 139 684 1,350 151 710

712 1,180
①量の見込み
（必要利用定員総数）

1,180 128 618

163 747 1,467

157 745143 681 1,180 1501,180 136 649 1,180

３号
多治見市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】
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⑤関市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中津川市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

３号
関市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

29 42329 432 1,184 291,220 29 438 1,208

②確保方策 1,636 127 630 1,636 127 630

425 1,182
①量の見込み
（必要利用定員総数）

1,347 32 469

127 630 1,636 127 6301,636 127 630 1,636

1,627 118 605
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

118 605 1,627 118 6051,627 118 605 1,627
特定教育・保育施設･･･A

1,627 118 605

地域型保育事業※２ 3 16 3 16

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0 0

3 163 163 16

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

9 6 9

②-①
（確保方策ー量の見込み）

289 95 161

9 6 99 9 6 96 9 9 6B以外の認可外保育施設 9

454 98 207198 452 98 205416 98 192 428 98

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

82 0123 81 14 12377 13 191 78 0

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

194 80 16 209

0 0 00 0 012 0 0 0B以外の認可外保育施設 3 3

2 0 1 21 2 0 1
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
0 1 2 0

45 8 458 45 88 45

0 1 2

地域型保育事業※２ 5 29

511 1,344 111

104 496
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

1,229 104 496 1,229102 468 1,309 102 468

1,135 34 502 1,118

543

特定教育・保育施設･･･A
1,324 105 468 1,344

1,229 113 543 1,229 113515 1,309 111 515②確保方策 1,327 114

①量の見込み
（必要利用定員総数）

1,133 34 495

３号
中津川市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

529 1,106 31 54333 515 1,106 32

２号認定に加える数 194

３号認定に加える数 95
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】



- 7 - 

 

⑦美濃市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧瑞浪市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 88

３号認定に加える数 38
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

43 98 5 4688 3 35 92 4

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

58 3 35

0 0 00 0 0 00 0 0 0B以外の認可外保育施設 0

105 6 50

0 00 0 0 00 0 0 0
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
0 0 0

0 00 00 0

0 0

地域型保育事業※２ 1 18 0 0

（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

31 133 334 31334 31 133 334
特定教育・保育施設･･･A

319 31 118

334 31 133334 31 133 334

334 31 133133

②確保方策 319 32 136 334 31 133

87
①量の見込み
（必要利用定員総数）

261 29 101

31 133

229 25 8327 90 236 26246 28 98 242

３号
美濃市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

292 27 316 295 28 10267 32 19 283 30
②-①

（確保方策ー量の見込み）
240 34 33

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

12 26

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

12 2612 2612 26

0

0

地域型保育事業※２ 12 26

0 0 0 0 0

631 38 181
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

38 181 631 38 181631 38 181 631

②確保方策 631 50 207 631 50 207

特定教育・保育施設･･･A
631 38 181

00 0 0

364 18 188 348

207631 50 207 631 50 207 631 50

①量の見込み
（必要利用定員総数）

391 16 174

３号
瑞浪市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

197 339 23 20420 191 336 22
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⑨羽島市 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

⑩恵那市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

197

0 00 0 0 00 0 0 00

157 27 26 177 22 21 17
②-①

（確保方策ー量の見込み）

令和６年度

475

３号３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ 保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

①量の見込み
（必要利用定員総数）

990 105 460

羽島市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1,147

930 115 480115 470 940 115970 110 465 950

132 4861,147 132 486 1,147

特定教育・保育施設･･･A
1,138 125 466

132 486

1,138 125

0 0

B以外の認可外保育施設 0 0

1,147 132 486 1,147 132 486

125 466 1,1381,138 125 466 1,138

0 00 0

466
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

125 466

9 9

0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

97 20 7 7 20

0

20 9

217 17 616 207 17 11

0 0

7 20 7 20

0 0

9

②確保方策

地域型保育事業※２

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

224 29 00 222 29 0208 29 0 223 29
②-①

（確保方策ー量の見込み）
184 29 2

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

6 13

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

6 136 136 13

0

0

地域型保育事業※２ 6 13

0 0 0 0 0

797 65 246
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

65 246 797 65 246797 65 246 797

②確保方策 797 71 259 797 71 259

特定教育・保育施設･･･A
797 65 246

0 0 0 0

589 42 259 574

259797 71 259 797 71 259 797 71

①量の見込み
（必要利用定員総数）

613 42 257

３号
恵那市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

259 573 42 25942 259 575 42
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⑪美濃加茂市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫土岐市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

1266

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

12

235 16 80125 215 26 10540 41 122 178 41
②-①

（確保方策ー量の見込み）
2 56 144

20 6620 66 107 20107 20 66 107

56

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

60 120 6

17 5617 5617 56

0120 0

17

126

441
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

83 441 1,103 83 441943 73 413 1,103
特定教育・保育施設･･･A

943 73 413

126 575 1,210 126

1,103 83

地域型保育事業※２ 17 56

B以外の認可外保育施設 107 20 66 66 107

①量の見込み
（必要利用定員総数）

1,048 60 403

5751,210 126 575 1,210②確保方策 1,050 116 547 1,050 116 547

470 975 110 49585 450 995 1001,010 75 425 1,032

３号
美濃加茂市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

①量の見込み
（必要利用定員総数）

822 88 315

３号
土岐市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

296 763 82 29185 300 782 83812 86 306 795

291795 85 300 782②確保方策 822 88 315 812 86 306

特定教育・保育施設･･･A
809 75 286

83 296 763 82

751 69 264
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

72 272 770 70 268800 73 278 783

地域型保育事業※２ 13 29 13 27

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

00 00 0

13 2813 2813 28

0

B以外の認可外保育施設 13 0 0

00 00

0 12 0 00 0 12 012 0 0 12

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 0 0

00

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

000

２号認定に加える数 178

３号認定に加える数 166
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】
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⑬各務原市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭可児市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 364

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

①量の見込み
（必要利用定員総数）

1,077 188 755

３号
各務原市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

790 978 202 790202 790 984 2021,052 202 790 991

1,416 202 7901,416 202 790 1,416②確保方策 1,341 188 755 1,416 202 790

②確保方策
1,341 188 755

00

202 790

1,416 202 790
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

202 790 1,416 202 7901,416 202 790 1,416

地域型保育事業※２ 0 0 0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

00 0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0 000

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

438 0 00 432 0 0364 0 0 425 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
264 0 0

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

000

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

３号
可児市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

59 54955 518 846 57862 53 492 841

②確保方策 1,044 138 596 1,044 138 596

535 851
①量の見込み
（必要利用定員総数）

878 51 480

138 596 1,044 138 5961,044 138 596 1,044

914 100 467467
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

100 467 914 100914 100 467 914
特定教育・保育施設･･･A

914 100 467

地域型保育事業※２ 13 44 13 44

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

7 14 40

13 4413 4413 44

40 7 14 4014 40 7 147 14 40 7

123 11 45

②-①
（確保方策ー量の見込み）

166 87 116

123 11 4545 123 11 4511 45 123 11B以外の認可外保育施設 123

193 79 4778 198 81 61182 85 104 203 83

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】
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⑮山県市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯瑞穂市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

170 9 6958 161 7 64157 4 43 146 6
②-①

（確保方策ー量の見込み）
136 3 39

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

490 41 199
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

41 199 490 41 199490 41 199 490

②確保方策 490 41 199 490 41 199

特定教育・保育施設･･･A
490 41 199

00 0 0

333 37 156 344

199490 41 199 490 41 199 490 41

①量の見込み
（必要利用定員総数）

354 38 160

３号
山県市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

135 320 32 13035 141 329 34

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

３号
瑞穂市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

126 378104 361 778 114869 94 359 820

②確保方策 1,294 71 423 1,304 81 426

369 753
①量の見込み
（必要利用定員総数）

917 86 357

107 436 1,247 126 4261,303 93 420 1,264

1,247 100 346
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

67 340 1,264 81 3561,304 61 359 1,303
特定教育・保育施設･･･A

1,294 51 356

地域型保育事業※２ 15 35 21 48

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 3 12

21 4821 4815 35

12 0 3 123 12 0 30 3 12 0

0 2 20

②-①
（確保方策ー量の見込み）

377 ▲ 15 66

0 2 2020 0 2 202 20 0 2B以外の認可外保育施設 0

494 0 4859 486 ▲ 7 67435 ▲ 13 67 483 ▲ 11

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】
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⑰飛騨市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑱本巣市 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

0 0 0 0

210 12 7163 147 11 6896 10 58 128 11
②-①

（確保方策ー量の見込み）
90 9 26

0 50 5 15 015 0 5 15

0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

00 00 0

0 00 000

000 0 0

176
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

27 176 530 27 176530 27 176 530
特定教育・保育施設･･･A

530 27 176

27 181 545 27

530 27

地域型保育事業※２ 0 0

B以外の認可外保育施設 15 0 5 5 15

①量の見込み
（必要利用定員総数）

455 18 155

181545 27 181 545②確保方策 545 27 181 545 27 181

113 335 15 11016 118 398 16449 17 123 417

３号
飛騨市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

2 3 2 3

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

0 4 9689 0 4 920 4 84 0 4
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 4 89

0 00 0 0 00 0 0 0

0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

20 30 2

0 00 000

030 0

0

3 2

302
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

5 302 0 5 3020 5 302 0
特定教育・保育施設･･･A

0 5 302

7 305 0 7

0 5

地域型保育事業※２ 0 0

B以外の認可外保育施設 0 0 0 0 0

①量の見込み
（必要利用定員総数）

0 3 216

3050 7 305 0②確保方策 0 7 305 0 7 305

213 0 3 2093 216 0 30 3 221 0

３号
本巣市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】
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⑲郡上市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳下呂市 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0B以外の認可外保育施設 0

0 0 0

0 00 0 0 00 0 0 0
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
0 0 0

0 00 00 0

0 0

地域型保育事業※２ 0 0 0 0

（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

78 242 506 75538 84 258 527
特定教育・保育施設･･･A

545 89 275

71 215527 78 242 506

475 71 215227

②確保方策 545 89 275 538 84 258

227 475
①量の見込み
（必要利用定員総数）

545 89 275

75 227 475

71 21578 242 506 75538 84 258 527

３号
郡上市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

123

0

0 00 0 00 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

特定教育・保育施設･･･A
516 28 128

B以外の認可外保育施設 0

5 34

0 0
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B

３号 ３号 ３号 ３号

400 13 127 393

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

①量の見込み
（必要利用定員総数）

413 13 128

下呂市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

121 384 12 11713 122 384 13

３号

516 33 162 516 33 162 516 33 162516 33 162 516 33 162

516 28 128
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

28 128 516 28 128516 28 128 516

5 345 3455 3434

00 0 0 00

103 20 34 132 21 4540 132 20 41116 20 35 20

0

②確保方策

地域型保育事業※２

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
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㉑海津市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉒岐南町 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

91 11 6050 97 9 51102 5 46 98 7
②-①

（確保方策ー量の見込み）
100 4 43

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

347 60 255
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

60 260 347 60 255360 60 265 350

②確保方策 367 61 266 360 60 265

特定教育・保育施設･･･A
367 61 266

00 0 0

258 55 219 252

255350 60 260 347 60 255 347 60

①量の見込み
（必要利用定員総数）

267 57 223

３号
海津市

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

204 256 49 19553 210 250 51

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

39 26 0 3326 0 39 26 0

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

37 ▲ 3 39

0 0 00 0 0 00 0 0 0B以外の認可外保育施設 0

26 0 33

8 268 26 4 84 8 26 4
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
4 8 26

0 00 00 0

26 4

地域型保育事業※２ 0 0 0 0

（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

39 224 510 39510 39 224 510
特定教育・保育施設･･･A

510 36 224

47 250514 47 250 514

510 39 224224

②確保方策 514 44 250 514 47 250

217 488
①量の見込み
（必要利用定員総数）

477 47 211

47 250 514

47 21747 211 488 47488 47 211 488

３号
岐南町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】
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㉓笠松町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉔養老町 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

249 35 133
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

36 136 252 36 135253 36 138 251

②確保方策 250 37 141 253 36 138

特定教育・保育施設･･･A
250 37 141

00 0 0

253 36 138 251

133251 36 136 252 36 135 249 35

①量の見込み
（必要利用定員総数）

250 37 141

３号
笠松町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

135 249 35 13336 136 252 36

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

①量の見込み
（必要利用定員総数）

452 22 155

３号
養老町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

159 375 23 15922 162 382 23411 22 163 390

175507 27 175 507②確保方策 507 27 175 507 27 175

特定教育・保育施設･･･A
507 27 175

27 175 507 27

507 27

地域型保育事業※２ 0 0

B以外の認可外保育施設 0 0 0 0 0

175
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

27 175 507 27 175507 27 175 507

0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

00 00 0

0 00 000

000 0 0

0 00 0 0 00 0 0 0

132 4 1613 125 4 1696 5 12 117 5
②-①

（確保方策ー量の見込み）
55 5 20

0 0 0 0
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㉕垂井町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉖関ケ原町 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

65 182 12 65182 12 65 182 12

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

182 12 65

0 0 00 0 0 00 0 0 0B以外の認可外保育施設 0

182 12 65

0 00 0 0 00 0 0 0
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
0 0 0

0 00 00 0

0 0

地域型保育事業※２ 0 0 0 0

（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

32 230 737 32737 32 230 737
特定教育・保育施設･･･A

737 32 230

32 230737 32 230 737

737 32 230230

②確保方策 737 32 230 737 32 230

165 555
①量の見込み
（必要利用定員総数）

555 20 165

32 230 737

20 16520 165 555 20555 20 165 555

３号
垂井町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

①量の見込み
（必要利用定員総数）

77 15 40

３号
関ケ原町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

33 83 13 3214 34 83 1375 14 41 80

3280 14 34 83 13 33 83 13②確保方策 77 15 40 75 14 41

特定教育・保育施設･･･A
77 15 40

00 0 0 0 0 0 0 0

83 13 32
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

14 34 83 13 3375 14 41 80

地域型保育事業※２ 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 0 0

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ



- 17 - 

 

㉗神戸町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉘輪之内町 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

228 27 110
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

27 110 214 27 110234 27 107 227

②確保方策 260 27 100 234 27 107

特定教育・保育施設･･･A
260 27 100

00 0 0

234 27 107 227

110227 27 110 214 27 110 228 27

①量の見込み
（必要利用定員総数）

260 27 100

３号
神戸町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

110 228 27 11027 110 214 27

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

54 5 89 54

３号
輪之内町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ

①量の見込み
（必要利用定員総数）

54 4 87

11060 20 110 60②確保方策 60 20 110 60 20 110

93 55 12 967 91 54 9

特定教育・保育施設･･･A
60 20 110

20 110 60 20

60 20

地域型保育事業※２ 0 0

B以外の認可外保育施設 0 0 0 0 0

110
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

20 110 60 20 11060 20 110 60

0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

00 00 0

0 00 000

000 0

0

0 0

0 00 0 0 00 0 0 0

5 8 1419 6 11 176 15 21 6 13
②-①

（確保方策ー量の見込み）
6 16 23

0 0 0 0

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ



- 18 - 

 

㉙安八町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉚揖斐川町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

132 9 2424 121 9 24112 9 24 115 9
②-①

（確保方策ー量の見込み）
109 9 24

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0

114
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

24 114 393 24 114393 24 114 393
特定教育・保育施設･･･A

393 24 114

24 114 393 24

393 24

地域型保育事業※２ 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0

114 393②確保方策 393 24 114 393 24 114

安八町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

0 0

保育ニーズ保育ニーズ

①量の見込み
（必要利用定員総数）

284 15 90

３号

90 261 15 9015 90 272 15281 15 90 278

114393 24

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

59 169 5 64130 4 63 153 4

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

113 3 60

0 0 00 0 0 00 0 0 0B以外の認可外保育施設 0

175 5 68

0 00 0 0 00 0 0 0
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
0 0 0

0 190 190 19

0 0

地域型保育事業※２ 0 19 0 19

（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

13 153 387 13387 13 153 387
特定教育・保育施設･･･A

387 13 153

387 13 172387 13 172 387

387 13 153153

②確保方策 387 13 172 387 13 172

108
①量の見込み
（必要利用定員総数）

274 10 112

13 172

212 8 1049 113 218 8257 9 109 234

３号
揖斐川町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ
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㉛大野町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉜池田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

３号
大野町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

7 1208 128 337 8398 8 131 352

②確保方策 400 34 200 400 34 200

124 324
①量の見込み
（必要利用定員総数）

400 9 136

34 200 400 34 200400 34 200 400

393 33 194
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

33 194 393 33 194393 33 194 393
特定教育・保育施設･･･A

393 33 194

地域型保育事業※２ 0 0 0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0 0

0 00 00 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

7 1 6

②-①
（確保方策ー量の見込み）

0 25 64

7 1 66 7 1 61 6 7 1B以外の認可外保育施設 7

76 27 8072 63 26 762 26 69 48 26

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

３号
池田町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

32 14934 156 311 33324 35 162 316

②確保方策 555 45 195 555 45 195

152 311
①量の見込み
（必要利用定員総数）

374 36 160

45 195 555 45 195555 45 195 555

555 45 195
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

45 195 555 45 195555 45 195 555
特定教育・保育施設･･･A

555 45 195

地域型保育事業※２ 0 0 0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0 0

0 00 00 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

181 9 35

0 0 00 0 0 00 0 0 0B以外の認可外保育施設 0

244 13 4639 244 12 43231 10 33 239 11

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ
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㉝北方町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉞坂祝町 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

00 0 0 0 00 0 0 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 0 0 0 0

0 0 00 0 000 0

0 0 0 0 0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

3

0 00

0 0
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
0 0 0 0

3 73 73 7

0 0

地域型保育事業※２ 3 7 7

（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

31 105 217 31225 32 109 224
特定教育・保育施設･･･A

224 33 117

205 33 108224 34 112 217

205 30 101103

②確保方策 224 36 124 225 35 116

110
①量の見込み
（必要利用定員総数）

224 36 124

34 110

205 33 10834 112 217 34225 35 116 224

３号
北方町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

0 3 52 0 2 40 2 1 0 2
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 1 5

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

0 15 60
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

15 60 0 15 600 15 60 0

②確保方策 0 15 60 0 15 60

特定教育・保育施設･･･A
0 15 60

00 0 0

0 13 59 0

600 15 60 0 15 60 0 15

①量の見込み
（必要利用定員総数）

0 14 55

３号
坂祝町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

56 0 12 5513 58 0 13

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】
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㉟富加町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊱川辺町 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

0 0 0 0

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ

25 0 1211 10 0 1115 0 11 13 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
23 0 3

0 00 0 0 00 0 0 0

6

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

00 00 0

6 66 66 6

000 0

6

0 0

44
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

6 44 130 6 44130 6 44 130
特定教育・保育施設･･･A

130 6 44

12 50 130 12

130 6

地域型保育事業※２ 6 6

B以外の認可外保育施設 0 0 0 0 0

①量の見込み
（必要利用定員総数）

107 12 47

50130 12 50 130②確保方策 130 12 50 130 12 50

39 105 12 3812 39 120 12115 12 39 117

３号
富加町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

5 38 3 014 3 5 26 3

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

3 3 5

0 0 00 0 0 00 0 0 0B以外の認可外保育施設 0

30 3 5

0 00 0 0 00 0 0 0
企業主導型保育施設

の地域枠･･･B
0 0 0

0 00 00 0

0 0

地域型保育事業※２ 0 0 0 0

（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

8 70 202 8202 8 70 202
特定教育・保育施設･･･A

202 8 70

8 70202 8 70 202

202 8 7070

②確保方策 202 8 70 202 8 70

70 172
①量の見込み
（必要利用定員総数）

199 5 65

8 70 202

5 655 65 164 5188 5 65 176

３号
川辺町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号
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㊲七宗町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊳八百津町 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

39 1 10
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

1 10 40 1 1048 1 10 42

②確保方策 53 1 11 48 1 10

特定教育・保育施設･･･A
53 1 11

00 0 0

48 1 10 42

1042 1 10 40 1 10 39 1

①量の見込み
（必要利用定員総数）

53 1 11

３号
七宗町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

10 39 1 101 10 40 1

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

184 7 49 169

３号
八百津町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

保育ニーズ

①量の見込み
（必要利用定員総数）

196 7 50

50240 10 50 240②確保方策 240 10 50 240 10 50

50 148 6 497 50 153 7

特定教育・保育施設･･･A
240 10 50

10 50 240 10

240 10

地域型保育事業※２ 0 0

B以外の認可外保育施設 0 0 0 0 0

50
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

10 50 240 10 50240 10 50 240

0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

00 00 0

0 00 000

000 0

0

0 0

0 00 0 0 00 0 0 0

92 4 10 87 3 056 3 1 71 3
②-①

（確保方策ー量の見込み）
44 3 0

0 0 0 0

保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ 保育ニーズ
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㊴白川町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊵東白川村 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

68 2 1915 65 2 1751 2 17 61 2
②-①

（確保方策ー量の見込み）
42 2 16

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

155 2 53
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

2 53 155 2 53155 2 53 155

②確保方策 155 2 53 155 2 53

特定教育・保育施設･･･A
155 2 53

00 0 0

104 0 36 94

53155 2 53 155 2 53 155 2

①量の見込み
（必要利用定員総数）

113 0 37

３号
白川町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

36 87 0 340 38 90 0

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

24 1 11 24 1 120 1 1 24 1
②-①

（確保方策ー量の見込み）
18 1 1

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

50 3 7
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

3 7 50 3 750 3 7 50

②確保方策 50 3 7 50 3 7

特定教育・保育施設･･･A
50 3 7

00 0 0

30 2 6 26

750 3 7 50 3 7 50 3

①量の見込み
（必要利用定員総数）

32 2 6

３号
東白川村

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

6 26 2 62 6 26 2
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㊶御嵩町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊷白川村 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

２号認定に加える数 0

３号認定に加える数 0
【認定こども園への移行の認可・認定の基準となる量の見込みに加算する数】

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

３号
御嵩町

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

20 8920 89 256 20256 20 89 256

②確保方策 256 20 89 256 20 89

89 256
①量の見込み
（必要利用定員総数）

256 20 89

20 89 256 20 89256 20 89 256

256 20 89
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

20 89 256 20 89256 20 89 256
特定教育・保育施設･･･A

256 20 89

地域型保育事業※２ 0 0 0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0 0

0 00 00 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0

②-①
（確保方策ー量の見込み）

0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0B以外の認可外保育施設 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

2号 2号 2号 2号 2号

３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳 ３～５歳 ０歳 １・２歳

保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ保育ニーズ

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0
②-①

（確保方策ー量の見込み）
0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

B以外の認可外保育施設 0 0 0

0 0

0 0

企業主導型保育施設
の地域枠･･･B

0 0

0 00 00 0

0

0

地域型保育事業※２ 0 0

0 0 0 0 0

45 0 15
（認定こども園、保育所、幼稚園）

Aに含まれない幼稚園※１

0 15 48 0 1549 0 15 45

②確保方策 43 0 18 49 0 15

特定教育・保育施設･･･A
43 0 18

00 0 0

49 0 15 45

1545 0 15 48 0 15 45 0

①量の見込み
（必要利用定員総数）

43 0 18

３号
白川村

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

３号 ３号 ３号 ３号

15 45 0 150 15 48 0
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Ⅲ 幼児期の教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制      

  の確保の内容                     

 

・乳幼児期の発達は、連続性を有するものであるとともに、一人一人の個人差が

大きいものであることや、とりわけ、乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基

礎が培われる重要な時期であることから、県は、実施主体である市町村と連携

し、国の補助制度を活用しながら、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の提供に取り組んでいきます。 

  

・幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況等によらず柔軟に子ども

を受け入れられる認定こども園の設置や保育所等からの同園への移行について

は、市町村や事業者等の意向を尊重するものとし、実際に設置や移行を決定し

た市町村、事業者等に対しては、国の補助制度を活用しながら必要な財政支援

等を行い、円滑な設置等を図っていきます。 

 

・小規模保育事業などの地域型保育事業については、満３歳以降に、教育・保育

施設に引き継ぎができるよう、認定こども園など地域の中核的な役割を担う教

育・保育施設との連携が必要であるため、市町村の積極的な関与を促進し、事

業者同士の円滑な連携が図られるよう取り組んでいきます。 

 

・幼児教育・保育に関わる県関係課からなる「幼児教育チーム」により、認定こ

ども園、幼稚園、保育所等、公私立や施設種別に関わらず、一貫した指導・支

援に取り組んでいきます。 

 

・幼稚園教諭や保育士の専門性が向上するよう、研修内容や研修方法の工夫に努

め、幼児教育・保育の関係機関と連携した指導の充実を図ります。 

 

・認定こども園、幼稚園、保育所等と小学校との連携については、発達や学びの

連続性を確保する観点から、地域社会、教育現場、行政等が一体となって、幼

児教育・保育の課題や現況に対する認識を共有し、適切な対応と連携を図り、

小学校への円滑な接続を目指します。 
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Ⅳ 幼児教育・保育の無償化の円滑な実施の確保を図るため      

  に必要な市町村との連携                     

 

・令和元年１０月から開始された幼児教育・保育の無償化について、各市町村で

円滑に実施されるよう、市町村と連携して関係施設や利用者に対する制度の周

知に努めていきます。 

 

・市町村の事務等が適正に行われるよう、県から市町村に対し、無償化の対象施

設情報等を定期的に提供するとともに、各市町村の対応状況や課題等を共有す

る機会を設けるなど、適切な助言等を行っていきます。 

 

・無償化の対象施設については、県の立入調査への同行や監査状況等の情報共有

を図るなど市町村と連携した指導を行い、特に認可外保育施設については、国

の指導監督基準に適合していない施設に対する指導体制を充実させ、改善指導

を強化し、安全・安心な保育環境の確保に努めていきます。 

 

・幼児教育・保育の無償化に伴って、新たに副食費負担が生じた家庭に対し、従

来の保育料補助に加え、副食費についても支援の対象とするなど、市町村と共

に多子世帯に対する独自の経済的支援に取り組んでいきます。 
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Ⅴ 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域  

  子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の  

  向上のために講ずる措置                
 

１ 幼稚園教諭・保育士等の必要見込み人数とその確保方策 

 

（１）必要見込み人数 

 
 

（２）確保方策 

・保育士・保育所支援センターにおいて、求人・求職のマッチングや各種相談

支援を実施することに加え、就職した保育士等のフォローアップ研修やＩＣ

Ｔ導入などの業務負担軽減につながるセミナーを開催するなど、総合的に保

育士等の人材確保対策を進めていきます。 

 

・県内保育団体と連携し、潜在保育士、中高生、大学・短大生を対象に、保育

分野への進学・就職総合フェアを開催し、保育分野への進学、就職の促進に

努めます。 

 

・保育士資格取得のための修学資金や潜在保育士の再就職時の就職準備金等の

貸付けを行い、保育所等への就職・再就職を支援していきます。 

 

・多様化する保育ニーズに対応できる専門知識を習得する研修の充実を図り、

保育士のキャリアアップや処遇改善等につなげていきます。 

 

・子ども・子育て支援新制度における幼保連携型認定こども園の保育教諭等は、

幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する者とされていま

<単位：人>

種別 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

保育教諭 686 681 692 690 689

保育士 4,874 4,845 4,804 4,771 4,745

幼稚園教諭 1,150 1,130 1,103 1,090 1,084

保育従事者※１ 8 8 8 8 8

家庭的保育者※２ 6 6 6 6 6

家庭的保育補助者※３ 6 6 6 6 6

※１　小規模保育事業B型における保育従事者

※２　小規模保育事業C型、家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業における家庭的保育者

※３　小規模保育事業C型及び家庭的保育事業における家庭的保育補助者

※数値は 11月 29日時点の暫定値 
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す。幼保連携型認定こども園の円滑な運営や移行を図るため、片方の免許・

資格のみを有している者の併有を促進するための特例措置である令和６年度

までの取得を支援していきます。 

 

・高齢者や育児経験豊かな方のほか、子育てに関心のある学生など積極的な掘

り起こしを行い、子育て活動に理解と熱意のある多様な世代を対象とした研

修を実施し、新たな資格である「子育て支援員」の認定を促進し、小規模保

育等子育て支援分野に従事する人材の確保に努めます。 

 

 

２ 幼稚園教諭・保育士等の資質の向上 

・幼稚園教諭や保育士等を対象とした研修を充実し、基礎的分野から保育の特性

に応じた専門分野における必要な知識・技術等を習得させることにより、質の

高い教育・保育の提供を担う人材の養成に努めていきます。 

 

 

 

３ その他 資質の向上に係る研修 

・放課後児童クラブと放課後子ども教室の指導員間の連携を支援するとともに、

良質な教育・保育の提供に向けた研修を行い、指導員の資質向上を図ります。 

 

・地域の子育て支援に携わる方のための情報交換の機会を設けるとともに、子育

て支援活動の現場で活かせる子育て支援者向けの資質向上のための研修を行い

ます。 

 


